
第　　　　　号

登録日：　　　　　年　　　　月　　　　日

動物の愛護及び管理に関する法律第 39条の 5第 1項の登録をする。
よってこの証明書を交付する。

環境大臣指定登録機関
公益社団法人 日本獣医師会

登録証明書

本登録証明書は、今後の申請や届出の際に必要となりますので、お手元で大切に保管してください。

登録内容の更新は、こちらより行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録
　環境大臣指定登録機関
　公益社団法人 日本獣医師会

TEL:03-6384-5320
Email:info@mc.env.go.jp

備考：この登録証明書の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

様式第 24（第 21条の７第３項関係）

お問い
合わせ先

https://reg.mc.env.go.jp/

登録を受けた犬又は猫に装着されている
マイクロチップの識別番号 01.

暗証記号02.

犬又は猫の別 □ 犬　　　　　□ 猫03.

犬又は猫の品種04.

犬又は猫の毛色05.

　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日犬又は猫の生年月日06.

□ 雄（オス）　　□ 雌（メス）犬又は猫の性別07.
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